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８
月
２
日（
火
）、
北
五
地
区
農
業
委

員
会
協
議
会
（
斎
藤
靖
裕
会
長
）
主
催

に
よ
る
、
平
成
28
年
度
北
五
地
区
農
業

委
員
会
大
会
が
、中
泊
町
「
パ
ル
ナ
ス
」

で
、
４
市
町
の
農
業
委
員
、
農
業
団
体

及
び
関
係
機
関
、
中
泊
町
議
会
議
員
な

ど
約
１
４
０
名
が
参
加
し
て
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

　

大
会
で
は
、
斎
藤
会
長
の
主
催
者
あ

い
さ
つ
に
続
き
、
小
野
俊
逸
中
泊
町
長

の
歓
迎
あ
い
さ
つ
を
は
じ
め
、
来
賓
の

方
々
か
ら
御
祝
辞
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

続
い
て
、
永
年
に
わ
た
り
、
農
業
委

員
会
活
動
に
功
績
の
あ
っ
た
農
業
委
員

４
名
に
表
彰
状
の
授
与
を
行
い
ま
し
た
。

　

議
事
で
は
、①「
経
営
体
育
成
支
援
事

業
（
融
資
主
体
補
助
型
）
に
お
け
る
採

択
方
法
等
の
見
直
し
に
関
す
る
要
望

（
案
）」、②「
耕
作
放
棄
地
の
施
策
に
関

す
る
要
望
（
案
）」、③「
経
営
所
得
安
定

対
策
に
お
け
る
飼
料
用
米
等
に
係
る
基

準
単
収
の
見
直
し
に
関
す
る
要
望

（
案
）」、④「
農
業
経
営
の
安
定
に
関
す

る
要
望（
案
）」
が
審
議
さ
れ
、
原
案
ど

お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
大
会
宣
言
決
議
が
満
場
一

致
で
承
認
さ
れ
、
決
議
事
項
実
現
に
向

け
た
運
動
を
展
開
す
る
こ
と
を
宣
言
し
、

ガ
ン
バ
ロ
ー
三
唱
で
閉
会
し
ま
し
た
。

　

８
月
31
日（
水
）、
秋
田
市

で
開
催
さ
れ
た
東
北
・
北
海

道
農
業
活
性
化
フ
ォ
ー
ラ
ム

の
会
場
で
、
北
五
地
区
農
業

委
員
会
協
議
会
斎
藤
靖
裕
会

長
が
、
北
五
地
区
農
業
委
員

会
大
会
で
決
議
さ
れ
た
要
望

書
４
件
を
、
上
部
組
織
の
一

般
社
団
法
人
青
森
県
農
業
会

議
の
中
野
均
会
長
に
手
渡
し
、

要
望
実
現
に
向
け
た
強
力
な

国
へ
の
働
き
か
け
を
お
願
い

し
ま
し
た
。

　

今
後
も
農
業
者
の
声
を
伝

え
る
懸
け
橋
と
し
て
要
望
活

動
を
続
け
て
ま
い
り
ま
す
。
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熊に注意！

現地確認中の調査員現地確認中の調査員

フォーラムの様子フォーラムの様子

秋の農作業安全運動実施中！秋の農作業安全運動実施中！ 平成28年度東北・北海道農業活性化フォーラム平成28年度東北・北海道農業活性化フォーラム

青森県営農大学校 平成29年度学生募集青森県営農大学校 平成29年度学生募集 稲わら・もみ殻の焼却はやめよう稲わら・もみ殻の焼却はやめよう

～これからの農業委員会活動～～これからの農業委員会活動～
　収穫期を迎え秋の農作業安全運動を実施中です。70歳以
上の方の農作業事故が増加して、死亡事故やケガをする事
例が毎年発生しておりますが、農家の方々は被害者や加害
者にならないためにも、『農作業はあせらず、急がず、慎
重に！』を心掛け、特に下記の４点に注意しましょう。

１．高齢者の事故防止
　・作業に出かけるときは、場所と内容を伝え作業の合間

に休憩をとる。

２．機械の転落・転倒防止
　・トラクターは安全フレーム等を装着し、転落・転倒に

注意する。

３．機械への巻き込まれ防止
　・機械調整・点検・詰まり除去時は、エンジンは必ず停

止する。

４．高所作業中の事故防止
　・高所から農業用資材等を搬出するときは、まわりの状

況を確認し、脚立等は安定した場所に設置する。

　収穫期を迎え秋の農作業安全運動を実施中です。70歳以
上の方の農作業事故が増加して、死亡事故やケガをする事
例が毎年発生しておりますが、農家の方々は被害者や加害
者にならないためにも、『農作業はあせらず、急がず、慎
重に！』を心掛け、特に下記の４点に注意しましょう。

１．高齢者の事故防止
　・作業に出かけるときは、場所と内容を伝え作業の合間

に休憩をとる。

２．機械の転落・転倒防止
　・トラクターは安全フレーム等を装着し、転落・転倒に

注意する。

３．機械への巻き込まれ防止
　・機械調整・点検・詰まり除去時は、エンジンは必ず停

止する。

４．高所作業中の事故防止
　・高所から農業用資材等を搬出するときは、まわりの状

況を確認し、脚立等は安定した場所に設置する。

　８月１８日（木）、弘前市「弘前市民交流館（ヒロロ )」に於いて、青森県
農業委員会シンポジウムが開催されました。情勢報告では、一般社団法
人 全国農業会議所・伊藤嘉朗事務局長代理から、「４月１日施行の改正
農業委員会法に伴い、７月１日現在１９８の委員会で新体制となってい
て、来年の７月には全国の６割の委員会が新体制に移行することになり
ます。農業委員会は、農地を守り農地の農業的有効利用を促進すること
が使命で、【農地と人・人と農地】を結び付ける大事な業務であり、その
ためには、現場を担う組織、担い手への農地の利用集積に向けた役割と
機能を全力で果たすには【参加・共生】の仕組みが重要である。」と話し
た。
　基調講演では、高知大学教育研究部教授緒方賢一氏が「必須条件の農
地利用の最適化は地域の実態、将来をみて農業委員会が決めればよい」
と述べた。
　事例報告では、４月１日から新制度に移行している弘前市農業委員
会、鶴田町農業委員会から、移行までの経緯や事務手続きで先行した市・
町ならではの苦悩や、国からの情報が少ない中で改正作業を続けた苦労
や葛藤について話され、「疑問や困ったことがあれば相談してください」
と報告した。

　８月３１日（水）、秋田市「秋田県民会館」に於いて、東北・北海道地区
農業委員、農業委員会、関係機関等、約１，５００名が参加し「農地利用の
最適化に向けた農業委員会活動の強化」をテーマに、フォーラムが開催
され当市農業委員４名も参加した。フォーラムでは情勢報告として（一
社）全国農業会議所・事務局長柚木茂夫氏、基調講演では東京大学大学
院農学生命科学研究科・教授安藤光義氏がそれぞれ改正農業委員会法
のこれまでの経緯や、改正法の内容について話されました。農地利用の
最適化を図るために農業委員会法が改正され、重点的に取り組む活動と
して、①担い手への農地利用集積の推進②耕作放棄地の発生防止、解消
③新規就農・企業等の農業参入の促進の３点が明記されたことで、農業
委員・事務局・農地利用最適化推進委員が連携を強化し、農地利用最適
化に取り組むことが必須業務であると述べた。事例発表では、北海道雄
武町では１０月に町・委員会・ＪＡが連携し 全ての農地を調査し耕作

放棄地の解消に取り組んでいる。
秋田市農業委員会では、「あきた
こまち」のネット販売や首都圏へ
販路拡大を図り、収益性の高い生
産構造の確立に取り組んでいる
事例の報告がありました。

　稲刈り後の稲わら・もみ殻等の焼却は目・喉の痛みや、頭痛・喘息等
の持病がある方や体の弱い方への健康被害を及ぼすだけでなく、発生す
る煙により道路を走る車の視界が遮られ、前方や信号機等が見えなくな
り交通障害を引き起こすことになります。また、生産者や農産物に対す
るマイナスイメージとなることで、観光面や販売面からも悪影響を指摘
する声があります。県では「青森県稲わらの有効利用の促進及び焼却防
止に関する条例」を制定していて、稲わらの有効利用と焼却防止に努め
ることが明記されています。
　農家の皆さんは、稲わらは貴重な有機資源と認識し、積極的に家畜の
飼料や水田へのすき込み、園芸資材等として有効利用に努め、焼却しな
いようご協力をお願いします。

　青森県営農大学校は、青森県農業の担い手を育成する県立の大学校です。
１　修業年限　2ヵ年（全寮制）
２　募集人員　定員70名（畑作園芸、果樹、畜産の3課程合計）
　　　　　　　定員の3分の2以内で推薦選考があります。
３　出願資格　高等学校若しくは中等教育学校を卒業、卒業見込みの者
４　募集日程・試験日程等
　（１）推薦選考
　　　出願期間：平成28年10月5日（水）～19日（水）
　　　選 考 日：平成28年11月11日（金）
　　　選考方法：作文、面接（口述試験を含む）
　（２）一般募集試験
　　　出願期間：平成28年11月29日（火）～12月13日（火）
　 　 試 験 日：平成29年1月20日（金）
　　　試験内容：国語総合(古典除く）、数学Ⅰ、生物（生物基礎を含む）、
　　　　　　　　作文、面接（口述試験を含む）
　※推薦および一般募集での合格者が定員に満たない場合は、2月17日（金）
　　に二次募集試験が実施されます。
５　願書の請求

　封筒には「願書請求」と朱書きし、返信用として角形2号封筒に宛先
を明記し205円切手を忘れず貼付したものを同封し請求してください。

　【願書請求・お問い合わせ先】
　　　〒039-2598　上北郡七戸町字大沢48の8
　　　青森県営農大学校　教務研修課　　TEL　0176-62-3111

　青森県営農大学校は、青森県農業の担い手を育成する県立の大学校です。
１　修業年限　2ヵ年（全寮制）
２　募集人員　定員70名（畑作園芸、果樹、畜産の3課程合計）
　　　　　　　定員の3分の2以内で推薦選考があります。
３　出願資格　高等学校若しくは中等教育学校を卒業、卒業見込みの者
４　募集日程・試験日程等
　（１）推薦選考
　　　出願期間：平成28年10月5日（水）～19日（水）
　　　選 考 日：平成28年11月11日（金）
　　　選考方法：作文、面接（口述試験を含む）
　（２）一般募集試験
　　　出願期間：平成28年11月29日（火）～12月13日（火）
　 　 試 験 日：平成29年1月20日（金）
　　　試験内容：国語総合(古典除く）、数学Ⅰ、生物（生物基礎を含む）、
　　　　　　　　作文、面接（口述試験を含む）
　※推薦および一般募集での合格者が定員に満たない場合は、2月17日（金）
　　に二次募集試験が実施されます。
５　願書の請求

　封筒には「願書請求」と朱書きし、返信用として角形2号封筒に宛先
を明記し205円切手を忘れず貼付したものを同封し請求してください。

　【願書請求・お問い合わせ先】
　　　〒039-2598　上北郡七戸町字大沢48の8
　　　青森県営農大学校　教務研修課　　TEL　0176-62-3111

　８月１９日（金）、から農業委員・農林水産課・農業委員
会が、耕作放棄地や遊休農地の現地調査を実施しました。
　耕作放棄地は雑草の繁茂や病害虫の発生元となり、近隣
農地への悪影響を及ぼすほか、集団的利用の阻害などで、
農地の機能低下を招く要因となります。今回の調査結果を

集計していますが、新た
に発生した農地について
も、所有者へ意向調査も
しくは聞き取り調査を実
施します。農地の有効利
用に向けご協力をお願い
していきます。

　当市でも、春から熊の目撃情報がよせられていています、人身被害
や農作物への被害は出ていませんが、これからキノコ等の山菜採りで
山に入る場合には注意が必要です。なるべく一人では行かない、行く
ときは鈴を付ける、ラジオを鳴らす等して、熊に人間の存在を知らせ
ることが大事です。

農地パトロール終了農地パトロール終了

青森県農業委員会シンポジウム青森県農業委員会シンポジウム
平成28年8月15日～10月31日
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シートベルト・
ヘルメットも
忘れずに。

シート
　ベルト

たすかった

エンジンを
　　止めて！



受付
番号 区分 農地所在 地目 ほ場

整備
面積
(ａ)

利用
状況

10ａ当り
希望価格

108 水稲 神山字山越 田 未 73.09 休耕田 売渡20-25万円　
貸付交渉次第

117 売渡 金木町嘉瀬駒留 田 済 1.70 水稲 交渉次第
118 売渡 金木町嘉瀬駒留 田 済 3.92 水稲 交渉次第
120 貸付 金木町喜良市坂本 畑 19.17 休耕畑 ５千円～１万円
121 貸付 金木町喜良市坂本 畑 13.63 休耕畑 ５千円～１万円
122 貸付 金木町喜良市坂本 畑 13.71 休耕畑 5千円
123 売貸 金木町喜良市坂本 畑 25.90 休耕畑 応相談
124 売渡 高瀬字鷹ノ爪 田 未 25.27 そば 15万円
125 貸付 原子字山元 畑 17.91 休耕畑 無償貸与
126 売渡 金木町芦野 畑 9.50 休耕畑 応相談

127 売渡貸付

俵元字松代 田 未 0.67
休耕 応相談原子字紅葉 畑 32.54

豊成字田子ノ浦 田 未 2.15
128 売貸 金木町嘉瀬雲雀野 畑 8.41 休耕畑 応相談
129 売渡 金木町喜良市坂本 畑 19.50 休耕畑 応相談
130 売渡 金木町喜良市坂本 畑 10.61 休耕畑 応相談
131 貸付 金木町芦野 畑 9.10 休耕畑 応相談
134 売渡 金木町芦野 畑 15.62 休耕畑 交渉次第
135 売貸 原子字志多 田 済 0.72 休耕 交渉次第
139 売貸 桜田字鴻ノ巣 畑 4.84 休耕畑 応相談

140 貸付 飯詰字森越 田 済 23.00 転作作物 2.7万円（平均的な賃料希望）
142 売貸 毘沙門字中熊石 畑 6.22 休耕畑 応相談

143 売渡 金木町嘉瀬雲雀野 田 未 3.07 休耕田 応相談金木町嘉瀬萩元 1.16

146 売渡売買

持子沢字笠野前

畑

5.89 プルーン 貸借10a当り11,000円
売買価格25万円

持子沢字隠川
31.21 りんご 貸借10a当り11,000円

売買価格65万円

49.58 りんご 貸借10a当り11,000円
売買価格50万円

150 売渡 原子字山元 畑 31.12 休耕畑
総額10万円
平成33年まで果樹
不可一般畑作可能

154 貸付 金木町浮洲
金木町蒔田酒井 田 済 34.22 

0.62 水稲 2万円

155 貸付 新宮松元 田 未 1.35 休耕田 応相談
156 売渡 姥萢桜木 田 未 29.00 休耕田 応相談
157 売渡 金木町喜良市坂本 畑 23.60 休耕畑 応相談
158 貸付 金木町喜良市坂本 畑 19.86 休耕畑 応相談
159 貸付 金木町芦野 畑 9.06 休耕畑 応相談
162 売渡 松野木字影日 田 未 133.38 休耕田 応相談
163 売渡 桜田字鴻ノ巣 田 済 18.26 水稲 応相談
164 売渡 鶴ヶ岡字川袋 田 未 30.16 転作作物 応相談
166 売渡 稲実字開野 田 未 105.12 水稲 応相談

167 売渡 米田字篠原
稲実字開野 田 済　

未
1.37 
0.53 水稲 応相談

170 貸付 雛田 田 未 35.0 水稲 米1.5俵の価格

171 売渡 長富字鎧石
長富字竹崎 田 未 65.49 

1.33 水稲 応相談

173 売渡 金木町芦野 畑 9.94 休耕畑 応相談
175 貸付 漆川字浅井 畑 8.32 休耕畑 応相談

176 売渡 金木町喜良市坂本
金木町喜良市相野山 畑 20.39 

220.84 休耕畑 応相談

178 貸付 梅田字福浦 畑 116.04 応相談

180 売渡 高野字柳田 樹園地 15.11 果樹 応相談畑 13.17 休耕畑
182 売貸 金木町芦野 畑 4.26 野菜 応相談

184 売貸
金木町喜良市富田　
金木町喜良市新富田 田　　　　未 24.16 

9.92 転作作物 応相談
金木町喜良市坂本 畑 10.61 休耕畑

185 売渡 金木町浮洲 田 未 7.03 水稲 10万円
187 売渡 金木町喜良市桔梗野 畑 19.35 休耕畑 応相談
188 貸付 金木町川倉七タ野 畑 101.75 休耕畑 5千円
189 売渡 金木町川倉宇田野 畑 14.84 休耕畑 応相談
191 売渡 長富字鎧石 畑 37.86 馬鈴薯 応相談

192 売貸 羽野木沢字見吉 田 未 17.5 休耕田 応相談

193 売渡 梅田字間瀬 田 未 1.17 水稲 25～30万円梅田字八橋 田 未 29.57
194 売渡 米田字八重田 田 未 28.56 大豆 30～40万円
195 売貸 金木町喜良市坂本 畑 20.16 野菜 応相談
196 売渡 野里字牧ノ原 畑 20.27 休耕畑 15万円

197 売渡貸付

原子字紅葉 畑 31.29 休耕畑
原子字山元
原子字色吉 田 未 49.15 

4.83 休耕田 応相談

199 貸付 長富字鎧石 畑 107.98 休耕畑 応相談
200 売渡 持子沢字三原 田 済 25.70 水稲 応相談

201 売渡 持子沢字笠野前 樹園地 16.29 果樹 応相談
倉庫居宅含み

202 売渡 高瀬字鷹ノ爪 田 未 10.11 水稲 応相談

平成28年９月現在平成28年９月現在平成28年９月現在平成28年９月現在
　下記の農地について、受け手を捜しています。価格等の条
件は交渉できる場合もあります。農地の位置図もありますの
で興味のある方は、事務局農地係までご連絡ください。

◎農地法第４条申請書、第５条申請書
•農地を農地以外のものとして使用する場合
　例：住宅、車庫、店舗等の建築
　毎月25日締切り（25日が市役所閉庁日の場合は翌日）
◎農地法第３条申請書、農用地利用集積計画書の同意、
競売・公売買受適格証明願
•農地を農地として貸借・売買する場合、競売・公売の
入札に参加する場合
　毎月25日締切り（25日が市役所閉庁日の場合は翌日）
◎あっせん申出書
•あっせんにより農地を貸借・売買する場合
　毎月５日締切り（５日が市役所閉庁日の場合は翌日）

〇平成２８年１０月農地部会・農業振興部会・総会
【１０月１２日(水)】場所：五所川原市民学習情報センター
〇平成２８年１１月農地部会・農業振興部会
【１１月９日(水)】場所：五所川原市民学習情報センター
※法令により総会・部会等の会議は公開されております。
また、会議録は農業委員会事務局にて縦覧できます。
【問い合わせ先】市農業委員会　☎35－2111　内線2772

【問い合わせ先】
市農業委員会農地係　☎35－2111　内線2776

各種申請書の締切り日が変更各種申請書の締切り日が変更

※掲載されている他にも情報はありますのでお問合せください。
※農地を売りたい方・買いたい方、貸したい方・借りたい方は農業委員会に
　ご相談ください。

　

農地転用は許可・届出が必要
　農地を農地以外に形状などを変更して住宅、工場、商業施設、道路
等にすることを「農地転用」と言います。また、農地の形状を変更しな
い場合でも、資材置場、駐車場のように、耕作以外に使用することも含
まれます。
　「農地転用」について、自己所有地で農地以外の用に供する場合は
許可 ( 農地法第４条 ) が必要です。また、農地を農地以外に供する目
的で、売買・貸借する場合にも許可(農地法第５条）が必要になります。
　農地を住宅や駐車場等に転用をお考えの場合には、お早めに農業委
員会にご相談ください。
※許可を受けないで無断で農地を転用した場合（無断転用）や、転用
許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、違反転用と
なり農地法に違反することで、許可の取り消しや工事の中止等の場
合があります。また、違反転用には懲役や罰金があり、３年以下の懲
役又は３００万円以下の罰金が科せられます。なお、法人は１億円以
下の罰金に処せられる場合があります。

【問い合わせ先】市農業委員会　☎35‒2111（内線2776）
　　　　　　　金木支所（内線3213）・市浦支所（内線4019）

9/23
9/23
9/239/23
H28H28H28H28 4444
第69号第69号第69号第69号


